
R5.1.1現在

確定申告のみ
プラン

決算と申告
プラン

丸投げプラン

当社作成書類 申告書 決算書、申告書 帳簿、決算書、申告書

お客様作成書類 帳簿、決算書 帳簿 -

売上高
300万円以下 20,000円 50,000円 100,000円

売上高
500万円以下 50,000円 80,000円 140,000円

売上高
1,000万円以下 80,000円 100,000円 160,000円

売上高
2,000万円以下 120,000円 150,000円 220,000円

売上高
3,000万円以下 200,000円 250,000円 340,000円

売上高
3,000万円以上 別途お見積り 別途お見積り 別途お見積り

開業1年目の方 20,000円 50,000円 100,000円

領収書仕訳 -  -  ○

帳簿作成 -  -  ○

決算書作成 - ○  ○

確定申告書作成 ○ ○  ○

節税対策 - ○  ○

青色申告対応
複式簿記帳簿作成

20,000円

消費税申告書作成 10,000円～

ご訪問対応 5,000円
（時間/円）

その他 20,000円～

消費税別途

この報酬額はR5.1.1現在のものです。価格改定されている場合がありますので、詳細は面談時等にご確認ください。

ご説明、資料受取、ご相談等をご自宅にご訪問し
て行います。交通費実費を別途申し受けます。

賃貸不動産
オーナーの方

オプション
メニュー

青色申告特別控除（65万円）のために必要な帳
簿決算書類を作成します。作成することにより納
税額が少なくなるため作成をお勧めします。
ただし、領収書の保管状況等によりお引き受けで
きない場合がございます。予めご了承ください。
不動産所得で65万円控除を受けることができる
のは、アパートの家賃収入や駐車場の貸付などに
よる不動産所得の事業規模が一定以上あると判
断できる場合に限られます。
貸家なら5棟以上、貸室なら10室以上、駐車場な
ら50台以上が目安です。

消費税の課税事業者（前々年の売上1,000万円
超）は消費税申告書も作成いたします。

株式売買損益などの申告書を作成いたします。

※仕訳数が多い場合は追加料金が発生する場合がございます。予めご了承ください。

確定申告 料金表


